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In this paper, case studies were conducted using the concept of narrow space to analyze
the process and structure leading to the difficulty of living of people in middle-aged and aged
Hikikomori. The case analysis data is a self-case example, and it is a reanalysis of a case
where the author conducted the case study before. For the analysis of the case, we used eco
map to visualize the narrow space where the client falls. As the living difficulties of middle-
aged and aged Hikikomori analyzed by the concept of narrow space, (1) The intervals inter-
act with each other, causing a vicious circle, and various factors are complicatedly involved,
and a narrow space is formed in a complex manner. (2) Narrow intervals are formed includ-
ing the time axis from the past (3) The existence of disabled obstacles and social exclusion are
shaped to approach. The above was suggested.
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1．研究の背景

ひきこもりの長期・高齢化が新たな社会問題となって
きている。報道等にて、80代の親と50代のひきこもり状
態の子が生活困窮状態に陥るという8050問題がクローズ
アップされている。従来、ひきこもりは青少年の問題と
して認識されることが多かったが、ひきこもりの長期化
による経済的な窮迫や家族問題、社会的孤立等の生活問
題も表出してきている背景がある。
ひきこもりは、疾患ではなく、あくまで対人関係を含

む社会との関係に生じる現象の一つをおおまかに表して
いる言葉1）とされている。ここでいう社会との関係に生
じるひきこもりの問題は、従来までメンタルヘルスや就
労支援の対象として捉えられ2）、あまり社会福祉や生活
支援の問題として分析されてこなかった。しかし、現象
概念であるひきこもりは、もっと多様な視点で捉えるこ
とが可能であり、別の論点を示すことができると考え
る。
そのため、筆者らの一人は、中高年齢化するひきこも

りにある人々を対象としたソーシャルワーク実践につい
て検討し3）、ひきこもりである人々の生活環境の評価や
社会との再会段階等をソーシャルワーク実践の対象とす
ることを述べた。また、ソーシャルワークの視点として、
ひきこもりという生活困難事象を分析する必要性につい
ても考察した。
現状として、長期・高齢化が進展しているわが国のひ

きこもりの実態において、従来とはまた異なる視点から
分析を行い、ひきこもり事象を把握し支援を展開してい
くことは今後迫られていく課題であろう。

2．研究の目的と方法

本稿においては、生活困難を実践対象とするソーシャ
ルワークの視点より、中高年齢のひきこもりにある人々
の生活困難に至る過程や構造を分析し、探索的にひきこ
もり状態の長期化や高齢化に至る要因や背景を考察す
る。
研究方法としては、事例研究を実施する。具体的には、

中高年齢のひきこもりの既存の一事例を対象にして、生
活困難事象の分析概念である「狭間」概念4）を用いて事
例分析を行うものである。
なお、本稿では、40歳以上のひきこもり状態である人々

について、中高年齢のひきこもりと定義している。また、
データとなる事例は、2007年から2010年までに筆者らの
一人が担当したソーシャルワーク実践の一部事例であ
る。
本稿の事例研究は、米本（2002）5）がいう一つの事例が

もつ多彩な条件を記述分析することによって、法則や類

型に対しても仮説生成的に発信することが可能であると
いうこと、また三毛（2009）6）が示している分析概念の転
用によって、一事例を厚く記述し既存の概念やモデルの
一般性を高めることになること、さらに林（2005）7）によ
る事例研究には実践から理論を生み、理論の精緻化を実
践で図るという実践の科学化が包含されるという指摘か
ら、例え一事例の分析においても普遍化や一般化に向け
た研究の意義があると考える。

3．倫理的配慮

本稿の事例分析のデータは、筆者らの一人が以前に事
例研究8）を実施したなかの一事例を再分析した自験例で
ある。個人や関係者が特定できないように匿名化と修正
を行っている。
従って、事例研究の目的と文脈を損なわないようにし
て、事例を加工している。また、仮に近い関係者が本稿
に触れても、不利益を被らず、かつ不信感を与えないよ
うに事例の修正、加筆していることを断っておきたい。

4．分析の視点としての狭間概念

狭間概念は、平塚・他（2005）9）によって、生活困難事
象を認識するための概念として論証されたものである。
そもそも狭間とは、「制度の狭間」として捉えられるこ
とが多いが、実際は制度の欠陥のみではなく、保健、医
療、福祉にまたがる場（構造）と過程、そこに織りなさ
れる多様な諸価値に着目した多様で複雑な社会関係の喪
失様態を示したものである。
狭間の定義について、平塚・他（2005）は、「利用者
自身がむしろ専門職をはじめ家族や地域の人々、多様な
社会制度と関係を切り結ぶ社会関係上の不適切な構造と
機能、価値の問題が生活困難を経験し、生活破綻のリス
クをさらに抱えさせられるようなメカニズム」としてい
る。また、狭間の意味として、「狭間に至らしめる社会
関係の喪失様態は、クライエント、クライエントにとっ
ての重要な他者（家族）、クライエント等に直接的・間
接的に関与する関係機関及びその関係者（ソーシャル
ワーカー、他職種）、その他から構成される多極構造の
なかでの価値の対立（衝突）や価値葛藤、これらの複合
等から生じるものであること」が明らかにされている。
狭間概念の特徴としては、岡村重夫（1983）10）が示し

た社会関係論のみでは説明しつくすことができない生活
困難事象をより具象化し、そこにある社会的現実と複雑
な構造と機能を分析する概念として構築されたものであ
る。狭間という概念を用いることよって、クライエント
の複雑な生活事象の解明と社会的排除に至る巧妙なメカ
ニズムを可視化することができる。
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表1 狭間概念

○類型1：資源配分やサービス供給に関する制度上の未
整備等の欠落による関係

○類型2：制度の欠損による関係
○類型3：制度機構（機関・組織）の諸価値間の葛藤・

逆機能
○類型4：ソーシャルワーカーや他専門職、関係者によ

る逆機能
○類型5：ソーシャルワーカーと関連機関との関係（協

力、連携、協働）
○類型6：クライエントとクライエントにとって重要な

他者（家族等）との関係
○類型7：直・間接的にクライエントに関係する人々の

クライエントに対する社会的排除
○類型8：クライエント自身の自己破壊的行為による関

係遮断・切断的関係
○類型9：クライエント自身の主体性の発揮
○類型10：複合型
○類型11：その他

出典：平塚良子・他（2005）「保健・医療・福祉の狭間におかれる人々
の生活困難に関する研究」『社会福祉教育年報』第25集，467‐468
より、各類型を抜粋。

表2 事例における狭間の概要

狭間の類型 事例との
対応関係 狭間の概要

類型1 － －
類型2 ○ 援助希求のなさによる制度的限界。
類型3 ○ 生活保護制度の運用価値との葛藤。
類型4 ○ トラブルによる援助関係者からの忌避。
類型5 － －
類型6 ○ 親族との関係が途絶えている。
類型7 ○ 近隣関係者からの拒否と孤立。
類型8 ○ クライエント自らの関係遮断。
類型9 ○ 周囲への被害感によるひきこもり生活。
類型10 ○ 上記類型の複合
類型11 ○ 隠された障害に対する援助の不在。

※筆者作成

社会的な弱さを抱えた人々が陥る狭間は、目に触れに
くくその認識は容易には理解され難いであろう。だから
こそ、狭間概念を用いる必要性が生じる。本事例のよう
なひきこもりという複雑な生活困難事象を分析する際に
も、新たな視点と分析手法を見出せる概念だと考える。
以下の表は、狭間概念の類型を示したものである。

5．自験事例による狭間の分析

⑴ 事例の概要
40歳代の単身男性（以下、クライエントと表記する）
である。見た目には穏やかな印象を受ける方である。数
か月前に転居してきてから生活保護を受給しており、現
在は無職となっている。高齢化が進んだ集合住宅に居住
しており、家事や炊事は一人で行いながら暮らしてい
る。
生活保護担当ケースワーカー（以下、生活保護担当CW

と表記する）からの情報では、親類とのつきあいは途絶
えているが、兄との関係は細々と保てている。現在は近
隣との交流もなく、買い物等以外は自宅にひきこもった
生活を送っている。ただし、生活保護担当CWや近隣
との関係は思わしくなく、近隣との関係の話になるとク
ライエントは怒りを表すこともあるとのことであった。
生活歴としては、ここ1～2年の職業歴はない。それ

までは職を転々としてきているが、特に大きな疾患はな
く、通院等もない。しかし、何時からかはっきりしない

が「隣人が嫌がらせをしてくる」という訴えがあり、こ
こ数年は近隣とのトラブルもあって居住地を変更してい
る。その時々の詳細な情報については不明である。現居
住地に移っても、程なくして「自治会の人が自分を罠に
かけようとしてくる。自分は狙われている。」との発言
がみられ、近隣住民との関係も悪化していき、確執が深
まっていった。
生活保護担当CWとしては就労指導を実施する必要
性もあるが、それ以上に近隣地域から本人に対する苦情
が寄せられており、自宅からの退去が迫られている状況
が懸念となっている。福祉事務所としては、援助困難ケー
スとして扱われているとのことであった。このままで
は、クライエントとの援助関係、また近隣地域との関係
性も保つことができないため、筆者らの一人（以下、SWr
と表記する）が担当する精神保健福祉相談に至る経過と
なった。
なお本事例は、以前に SWrが、精神保健福祉相談の
視点より事例研究を実施したものであり、ひきこもり状
態からいかに精神科医療の治療につなげるかという受診
援助プロセスとその方法、技術について考察を行ったこ
とがある11）。しかし、改めて「狭間」概念の視点から同
事象を捉えてみると、これまで感覚的で形とされていな
かったクライエントの生活困難の諸相が表2のように浮
かび上がってくる。

⑵ 事例にみられる「狭間」
本稿においては、狭間概念を用いて、クライエントへ
の援助展開のなかで生じている狭間となった状況とその
構造について分析していく。

1）関係者や関係機関とのあいだに生じている狭間
（類型3、4、6、7等が該当）
クライエントは親族とも疎遠であり、唯一つながりが
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類型６

兄

類型４
指導的対応

支援の依頼

類型７

類型３

クライエント

疎遠関係

近隣住民

福祉事務所生活保護担当CW

周囲からの孤立

困難ケースという認識

迷惑している

強い反発

敵対心

図1 周囲との関係に生じている狭間のメカニズム

類型９
類型８

クライエント

自らの関係遮断

近隣住民

生活保護担当CW

孤立状況

拒否感 唯一のつながり

図2 クライエント自身が生じさせる狭間のメカニズム

あるのは兄のみである。しかし、唯一のキーパーソンと
いえる兄さえ行政関係者の依頼により関りが続いている
のみで決して良好な間柄とはいえなかった。過去の経過
から、兄に支援を期待することは難しい関係性である。
当初、生活保護担当CWとしては、目立った疾患も

ないことから就労に向けた指導や援助を展開する援助計
画となっていた。しかし、訪問や面接のたびに話題にな
るのは、近隣住民との確執についてであった。なかなか
就労に向けた方向に話が進まなかった。立場上、生活保
護担当CWとしても援助方針についての葛藤を覚えは
じめていた。
程なく近隣との関係は悪化し始め、援助ニーズとして

クライエントの精神疾患が疑われるようになった。コ
ミュニケーションをとることが困難であることから、周
囲から精神科治療を受けることが求められる事態が生じ
てきた。また、近隣住民、自治会からも、「自治会のルー
ルが理解できていない。尋ねても、意味もなく怒り出す。
何を考えているかわからない。」と周囲との孤立を深め
ていく状況であった。
福祉事務所のなかでも、クライエントと関係がとりづ

らく、近隣との関係も悪化していることから、いわゆる
困難ケースという認識がなされるようになっていった。
この状況は、狭間として、図1のように、類型3「制

度機構（機関・組織）の諸価値間の葛藤・逆機能」、類
型4「ソーシャルワーカーや他専門職、関係者による逆
機能」、類型6「クライエントとクライエントにとって
重要な他者（家族等）との関係」、類型7「直・間接的
にクライエントに関係する人々のクライエントに対する
社会的排除」がはたらいていると考えられる。

2）クライエント自身が形成する狭間（類型8、9等
が該当）

生活保護担当CWが同席するなか、クライエントと
SWrとの初回面接が行われた。周囲から精神障害が疑
われていたが、クライエントとの面接で印象的だったの
は、真剣な表情で「近所や警察の人が自分に嫌がられせ
をしてくる。安心して眠ることができないし、気が滅入っ
ている。本当に困っている。」という切実な語りであっ

た。事実、クライエントの自宅の訪れたときは、身を守
るように厳重に施錠され、外から見えないように隙間な
くカーテン等で空間が遮られていた。
クライエントの語りとしては、「近隣の人たちが嫌が

らせをするので、自分は外に出ることはできない。周囲
を警戒しながら、自分を守らなくてはいけない」、「なる
べく近隣の人たちとも接することは避けている」ことを
強調していた。周囲と対峙によって、感情的にもつよく
害している様子が伺えた。
そのような行為の帰結として、ますます周囲を遠ざけ
自身の殻に閉じこもるような生活を送る日々となって
いった。
ここでの狭間は、図2のように、類型8「クライエン
ト自身の自己破壊的行為による切断的関係」、類型9「ク
ライエント自身の主体性の発揮」による他者を遮断した
生活実態が要因としてあげられる。

3）退去要求の圧力としての狭間（類型3、4、7、
8等が該当）
転居後数か月たつと、クライエントの自治会ルールを
逸脱した行動、近隣への迷惑行為が散見されるようにな
り、自治会より居住管轄の公的機関に苦情が寄せられる
ようになった。やがてその声は日に日に大きくなり、ク
ライエントは居住管轄機関より公式に自宅からの退去要
求が迫られる事態となってしまった。
福祉事務所にも同様の苦情が、近隣、居住管轄機関よ
り寄せられ、生活保護担当CWとしては、板挟み的な
ジレンマを深めていった。当然に、生活保護実施機関の
担当としては、近隣とのトラブルを解決に向けて生活保
護制度に基づく援助指導を行うわけであるが、一方でク
ライエントとしては自身を守るという思いに基づく対処
行為をとっており、それらの乖離が生活保護担当CW
とクライエントとの関係もますます悪化する事態となっ
ていった。
クライエントの同様なトラブルは初回のものではな
く、前居住地においても似たようなトラブルを抱え、孤
立状態に陥っていたことがあるとのことであった。
狭間としては、図3のように、類型3「制度機構（機
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図3 地域からの排除圧力としての狭間のメカニズム

類型３
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クライエント 居住管轄機関

福祉事務所

精神障害の存在

制度的な限界 支援困難

排除アプローチの不在

図4 生活保護制度の限界による狭間のメカニズム

関・組織）の諸価値間の葛藤・逆機能」、類型4「ソー
シャルワーや他専門職、関係者による逆機能」、類型7
「直・間接的にクライエントに関係する人々のクライエ
ントに対する社会的排除」、類型8「クライエント自身
の自己破壊的行為による関係遮断・切断的関係」が生じ
ている。

4）制度的限界と見過ごされたきた障害による狭間
（類型2、類型3、類型11等が該当）
当初、生活保護担当CWとしては、就労指導という

方針、その後近隣とのトラブルが表出してからは生活指
導や受療指示を実施していた。一般に、福祉事務所の指
示としては、①健康に問題がなければ、就労に向けた指
導や援助、②健康に懸念があれば、検診にて診断を受け
るという流れが制度的運用としての原則になるのである
から、生活保護担当CWの援助を非難することはでき
ない。
しかし、本事例においては、生活保護受給時には目立っ

た疾患はないと把握されていたが、実際には何かしらの
精神的疾患が疑われる状態であった。また加えて、クラ
イエント自身も受療や治療を必要と感じない困り感のな
さが、生活保護担当CWからは二重の困難要因ともい
うべき状況であったと思われる。やがて時間の経過とと
もに、近隣との関係悪化、退去圧力等、クライエントを
取り巻く環境が悪化する事態に陥っていった。
また結果的には、これまで似たようなトラブルを経過

してきていることから、恐らくこれまでにも受療が必要
だと思われる状況や関係者の認識はあったであろう。援
助を受ける機会は幾度かあったはずである。ところが、
適切な援助や治療の導入が困難であったという経過や背
景がみてとれる。クライエントの精神障害に対する援助
が届かなかったという見方も可能である。
クライエントが置かれた状況として、客観的には精神

科受療が求められるが、逆にクライエントの主観として
は近隣を含む周囲から排除されているという認識があ
る。状況に乖離が生じているのである。その状況的な乖
離に介入するシステムの不在は、制度的限界としてひと
つの要因として挙げられるであろう。

狭間として、図4にように、類型2「制度の欠損によ
る関係」、類型3「制度機構（機関・組織）の諸価値間
の葛藤・逆機能」、類型11「その他（見過ごされたきた
障害）」が形成されている。

なお、本事例の転機としては、精神保健福祉相談を担
当する SWrが受診援助として介入し、精神科治療を受
療することによって、クライエントの情緒も安定し近隣
とのトラブルも沈静化していった。その後、通院も継続
し比較的安定した在宅生活につながるようになった12）。
ソーシャルワーク実践によって、一時的にせよ狭間は消
失したと考えられる。

6．考察

⑴ 本事例における狭間の複合性
本稿では、狭間概念を用いて中高年齢に至るひきこも
り事例について分析を試みてきた。本事例の狭間の全体
的構造として、近隣とのトラブル・拒否、対応困難とい
う認識、制度との衝突、アプローチ不足といった各要因
が複雑に絡み、社会関係の軋轢や不調和としてクライエ
ントの孤立を招き、さらに社会的排除となる状況に陥っ
てしまったことが考えられる。
図5は、本事例の狭間の複合性を図示したものであ
る。狭間の全体像を示している。同図からは、狭間は単
一で断片的なものではなく、連続し相互に関連している
性質をもっているといえる。本事例の狭間としては、二
重の構造として、見過ごされてきた障害と社会的な排除
の様態が作用していることが考えられた。さらに、これ
ら狭間生成の過程には、これまで分析してきた近隣トラ
ブルや退去要求、困難ケースという認識等、様々な狭間
要因が複雑に作用していることがみてとれる。平塚・他
（2005）が指摘するように13）、社会関係の喪失様態は、
様々な要素から構成される多極構造のなかで、価値対立
や葛藤、そして論理の不一致、社会的排除形態等が複合
して成立している。
また、本事例の狭間の特徴として、精神障害に関する
支援や治療が置き去りにされてきたという背景要因が挙
げられるであろう。ソーシャルワーク実践において、Ｃ・
Ｂ・ジャーメイン（1976）14）が生態学的な変数として「時
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図5 複合的な狭間生成のメカニズム

間」という要素を述べたとおり、狭間の形態は現在形の
みならず、過去から形成される性質も含むといえるであ
ろう。
本事例の検討においては、生活困難を引き起こしてい

る狭間の複合性は、悪循環ともいうべき相互作用を生
み、さらなる社会関係の喪失を招いていると考えられ
た。また、狭間は時間軸とも作用しているともいえるこ
とが示唆された。
本稿では、ひきこもり状態に陥る狭間の要因とその階

層的なメカニズムの一端について分析できたと考える。

⑵ 狭間概念によるひきこもりの生活困難
狭間概念を用いて事例を分析することで、クライエン

トの精神障害の症状や援助の困難さに囚われるのみでは
なく、社会関係の喪失様態としてひきこもり状態に追い
やられた事例の状況要因とそのメカニズムが浮かび上
がってきたと考えられる。
本稿の事例分析において、中高年齢に至ったひきこも

り状態の生活困難について示唆された点は、次のとおり
である。

・クライエント自身が形成する狭間と周辺関係による狭
間が相互に作用しており、どちらか片方の要因のみに
還元できない。

・悪循環ともいうべき社会関係の相互作用によって、さ
らに狭間が生み出されていく。そして、様々な要因が
複雑に絡み合い、複合的に狭間が積み重なっていく。

・過去からの時間軸も含めて狭間が作用している。
・長期・高齢化傾向にあるひきこもり状態の陥りやすい
狭間として、アプローチしづらい障害の存在と社会的
排除が形成されている。

以上のような狭間概念を用いた生活困難の様態から、
本稿の研究目的である「ひきこもり状態の長期化や高齢
化に至る要因や背景」として、第1に、援助が困難とな
る障害の存在が要因となり社会的排除が形成されるこ

と、また第2に、外的・内的な狭間が悪循環し、より複
合した狭間が生み出される背景があることが指摘でき
る。これらの作用が、ひきこもりの長期・高齢化を助長
していることが考察された。
本稿の課題として、本事例は精神障害の影響がつよい
稀有なケースとして受け止められるかもしれない。しか
し、厚生労働省のガイドラインが示しているとおり、ひ
きこもりと精神障害の間接的な関連性は明らかにされて
おり、本事例のひきこもり状況が一般化に値しないわけ
ではないと考える。
また、普遍化された狭間概念を用いて本事例を分析す
ることで、生活困難を一定の形にしてソーシャルワーク
実践の対象や機能について示唆を得たことは意義がある
と考えられる。しかしながら、一事例の分析のみでは、
信頼性や妥当性等に限界があるのは避けられない。今後
は、本稿の考察を踏まえ、多数事例の帰納的な質的調査
や質問紙による量的調査等の実施を研究課題とし、示唆
された狭間メカニズムの妥当性についても更なる検討を
加えていきたい。
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